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☆産業財産権制度140周年記念「内閣総理大臣感謝状」の被贈呈者及び
令和７年度「知財功労賞」の受賞者を決定しました ………… ⑾

１．はじめに
本稿は、北米各国の知的財産制度について、複数

回に分けて紹介するものである。今回は、アメリカ
合衆国の知的財産制度のうち、商標制度、著作権制
度を中心に解説する。

２．総論
アメリカ合衆国の商標制度は、かつては州のコモン

ローに基づいて商標が保護されていたが、1870年に連
邦議会が初めて連邦商標制度を制定した。この制度は、
その後、連邦最高裁により破棄されたため、1881年に
連邦議会は新たな商標制度を制定し、1905年に改正
した。現行の米国商標法（ランハム法、合衆国法典
第15編（15 U.S.C.）第22章）は、1946年に成立後、改
正を重ねてきたものであり、2003年11月３日の改正に
より「マドリッド・プロトコル」の規定が追加された。

☆北米各国の知的財産制度
　−第３回−　アメリカ合衆国（下） ……… ⑴
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